
 

登別市一時預かり事業（幼稚園型）実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５９条

第１０号、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第７項及び一時

預かり事業の実施について（平成２７年７月１７日２７文科発第２３８号、雇児

発０７１７第１１号通知。以下「国実施要綱」という。）に基づき、主として昼間

に家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童を一時的に預かる

ことにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を

図るため、登別市一時預かり事業（幼稚園型）（以下「事業」という。）の実施に

関し必要な事項を定めるものとする。 

 （実施主体） 

第２条 事業の実施主体は登別市とし、子ども・子育て支援法に規定する特定教育・

保育施設（子ども・子育て支援法第３１条第１項第３号に規定する保育所を除く。

以下「幼稚園等」という。）の設置者（以下「設置者」という。）に事業の実施を

委託するものとする。 

 （実施の申請） 

第３条 前条の規定により事業を実施しようとする設置者は、市長が別に定める期

日までに、一時預かり事業（幼稚園型）実施申請書（別記様式第１号）に、次に

掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。 

（１）一時預かり事業（幼稚園型）実施計画書（別記様式第２号） 

（２）その他市長が必要と認める書類 

（委託契約の締結） 

第４条 市長は、前条の申請があった場合、速やかにその内容を審査し、適当と認

めたときは、設置者と委託契約を締結するものとする。 

２ 前項の委託契約に基づく委託料は、別表に定める種別ごとの額に実績に基づく

利用児童の延べ人数を乗じて得た額とし、当該委託料の１施設当たりの年額は、

９１４万円を上限とする。 

 （対象児童） 

第５条 事業の対象となる児童は、本市に住所を有し、子ども・子育て支援法第２

０条第１項の規定により第１９条第１項第１号の支給要件を満たす者として市の

認定を受けた子どもであって、事業を実施する設置者の幼稚園等（以下「実施施

設」という。）に在籍し、教育時間の前後又は長期休業日等に実施施設において保

育が必要な者とする。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。 

（設備基準及び教育・保育の内容） 

第６条 実施施設の設備並びに実施施設が行う教育及び保育の内容に関する基準は、



 

児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号。以下「省令」という。）第３

６条の３５イ、ニ及びホに規定する幼稚園型一時預かり事業の要件を満たすもの

とする。 

（職員の配置） 

第７条 実施施設に配置する職員（この条において「職員」という。）は、省令第３

６条の３５第２号ロ及びハとする。ただし、職員に占める保育士又は幼稚園教諭

普通免許状所有者の割合は、１/３以上とする。 

（利用定員、利用期間及び利用時間） 

第８条 実施施設における１日当たりの利用の定員、期間及び時間は、第４条の規

定により委託契約を締結した設置者（以下「受託者」という。）が定めるものとす

る。 

 （預かり保育料） 

第９条 受託者は、事業の実施に当たり、事業を利用する児童の保護者に必要な経

費の負担を求めることができる。 

２ 前項の規定による預かり保育料の負担方法、負担額等については、受託者がこ

れを定めるものとする。ただし、受託者は、あらかじめその額を設定し、保護者

に説明を行った上でその同意を得るものとする。 

（実績報告等） 

第１０条 受託者は、毎月、一時預かり事業（幼稚園型）利用状況報告書（別記様

式第３号）を当該月の翌月１０日までに市長に提出するものとする。 

２ 受託者は、当該年度の事業が完了したときは、速やかに一時預かり事業（幼稚

園型）実績報告書（別記様式第４号）を市長に提出するものとする。 

（委託料の支払等） 

第１１条 市長は、第４条の委託契約に基づく委託料を予算の範囲内で実績等に基

づき算定し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期に支払うもの

とする。 

（１）４月分から９月分までの委託料 １０月 

（２）１０月分から翌年３月分までの委託料 ４月 

２ 受託者は、前項の委託料を請求する場合は、別に定める期日までに、市長に一

時預かり事業（幼稚園型）請求書（別記様式第５号）を提出するものとする。 

（委託料の返還） 

第１２条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受託者に

対し、第１０条の規定により支払った委託料の一部又は全部の返還を求めること

ができる。 

（１）不正又は虚偽の請求をしたとき。 

（２）事業の目的以外に委託料を執行したとき。 



 

（３）次条に定める調査の結果に基づく市長の指導に対し、措置を取らないとき。 

（事業に関する報告、調査及び指導等） 

第１３条 市長は、必要があると認めるときは、受託者に対し、保育の内容、運営

等について、報告を求め、帳簿書類その他必要な事項を調査し、指導及び監督す

ることができる。 

（関係書類の整備） 

第１４条 受託者は、次に掲げる事業の関係書類について、日常的に整備するとと

もに、事業の完了後５年間保管するものとする。 

（１）日々の利用児童の利用状況等に関する諸記録 

（２）預かり保育料を徴収する場合にあっては、収納状況に関する帳票類 

（３）事業の収支に関する帳票類 

（事故報告） 

第１５条 受託者は、保育中に事故が生じた場合は、特定教育・保育施設等におけ

る事故の報告等について（平成２７年２月１６日府政共生９６号、２６発幼教第

３０号、雇児保発０２１６第１号通知）に従い、速やかに市長へ報告するものと

する。 

（雑則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則（平成２９年告示第５７号） 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２９年告示第１８４号） 

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の登別市一時預かり事

業（幼稚園型）実施要綱別表の規定は、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則（平成３０年告示第５８号） 

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

 



 

別表（第４条関係） 

（１）在籍園児 

種別 要件 児童１人当たり日額 

基本単価 ア 通常分 平日に実施する場合 

（８時間まで） 

400 円 

長期休業期間中に実施

する場合（８時間未満） 

400 円 

長期休業期間中に実施

する場合（８時間以上） 

800 円 

イ 小規模施設加算分

（平日の利用児童数が

年間延べ２，０００人

以下の場合に加算） 

平日に実施する場合 （1,600,000 円÷年

間延べ利用児童数）

－800 円（10 円未満

切り捨て） 

休日単価 土曜日、日曜日及び国

民の休日に実施する場

合（８時間まで） 

800 円 

長時間加算単価 超えた利用時間が２時

間未満 

150 円 

超えた利用時間が２時

間以上３時間未満 

300 円 

超えた利用時間が３時

間以上 

450 円 

 

（２）在籍園児以外 

種別 要件 児童１人当たり日額 

基本単価 実施時間が８時間までの場合 800 円 

長時間加算単価 超えた利用時間が２時間未満 150 円 

超えた利用時間が２時間以上３時間未満 300 円 

超えた利用時間が３時間以上 450 円 

 

（３）在籍園児以外（保育を必要とする２歳児） 

種別 要件 児童１人当たり日額 

基本単価 実施時間が８時間までの場合 1,850 円 

長時間加算単価 超えた利用時間が１時間につき 230 円 

 



 

  注 事業実施年度の初日の前日において２歳に達している児童が、学校教育法

（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する幼稚園及び子ども・子育て支

援法第３１条第１項第２号に規定する幼稚園を利用した場合に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式第１号（第３条関係） 

　登別市長　様

法人所在地

法人名

代表者名 印

（施設名）

【添付書類】

１　一時預かり事業（幼稚園型）実施計画書（別記様式第２号）

２　建物の平面図（事業実施室等を明示したもの）

３　保育従事者職員配置予定表

４　保護者向け案内の写し等

　登別市一時預かり事業（幼稚園型）実施要綱に基づく一時預かり事業（幼稚園型）を
実施したいので、関係書類を添えて、次のとおり申請します。

記

一時預かり事業（幼稚園型）実施申請書

　　　　年　　月　　日

 



 

別記様式第２号（第３条関係） 

施設所在地

１　利用児童数及び配置職員数

人 人

人 人 人 人

人 人 人 人

人 人

※１　月当たりの利用定員は、本事業の対象となる子どもの１か月当たりの平均人員を記載すること。

※２　本事業の対象となる幼児の年齢及び人数に応じて必要な保育士又は幼稚園教諭を配置すること。

２　年間予定利用者数

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人 人

※　１人の園児が１か月に１０日利用した場合、１０人と算出すること。 (月平均) 人

３　一時預かり事業実施時間

（１）平日

時間 ～ ～ ～

時間 ～ ～ ～

時間 ～ ～ ～

（２）長期休業期間

月 日 ～ 月 日 時間 ～

月 日 ～ 月 日 時間 ～

月 日 ～ 月 日 時間 ～

※　夏期保育やお泊まり保育等の園全体の行事日は除く。

（３）休日分（土曜・日曜・祝日）

時間 ～

時間 ～

時間 ～

※　（２）の長期休業期間中における土曜・日曜・祝日についても休日分とする。

４　保護者負担額（預かり保育料）

　（１）１回 円

　（２）１時間 円

　（３）月ぎめ 円

　（４）その他

※１　園で定めている一時預かりの保育料について、該当する部分に記入すること。

※２　一時預かりに関する保護者向けのお知らせ等を添付すること。

５　食事等の提供（一時預かり事業に関するもの）

　（１）おやつの提供 有 （保護者負担） 円/ 回 月 無

　（２）食事の提供 有 （保護者負担） 円/ 回 月 無

※１　食事の提供をする場合は、園で必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。

※２　調理設備を有する園は、別途提出する図面に、調理設備設置場所を明示すること。

: :

: :

: :

実施日程（予定） 預かり時間

: :

: :

: :

曜日等 時間数 預かり時間

時間数

: : : : : :

: : : : : :

曜日 時間数 登園前預かり時間 教育時間 降園後預かり時間

: : : : : :

月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

月別延べ利用者数

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

月別延べ利用者数

４・５歳児 30：1 非常勤

合　計

満３歳児 20：1 人数 うち有資格者

３歳児 20：1 常勤

一時預かり事業（幼稚園型）実施計画書

施設名

事業開始（予定）日 　　　　年　　月　　日

月当たり利用
定員（予定）

職員配置基
準

基準配置数 配置職員数



 

別記様式第３号（第１０条関係） 

年 月実施分の事業利用状況について、次のとおり報告します。

基本 基本 基本 基本 基本 基本 長時間加算
400円 150円 300円 450円 800円 150円 300円 450円 400円 150円 300円 450円 800円 150円 300円 450円 800円 150円 300円 450円 1,850円 230円

№ 保護者氏名 児童氏名
年
齢

在
籍

利用
日数

一時預かり事業（幼稚園型）利用状況報告書

平成　　年　　月　　日
施設名
代表者名

金額
長時間加算 長時間加算 長時間加算 長時間加算 長時間加算

平日 休日 長期休業（８時間以内） 長期休業（８時間以上） 在籍園児以外分
在籍園児以外分

（保育を必要とする２歳児）

合計

在籍園児計
非在籍園児計

 



 

別記様式第４号（第１０条関係） 

　登別市長　様
所在地
施設名
代表者氏名

年度の一時預かり事業（幼稚園型）が完了したので、登別市一時預かり事業（幼稚園型）実施要綱第１１条第２項の規定に基づき、
　　　　 次のとおり報告します。

利用者数実績

基本 基本 基本 基本 基本 基本 長時間加算
400円 150円 300円 450円 800円 150円 300円 450円 400円 150円 300円 450円 800円 150円 300円 450円 800円 150円 300円 450円 1,850円 230円

小規模施設加算分額
　平日における年間延べ利用児童数（在籍園児のみ・広域利用含む） 人 (A)
　平日における年間延べ利用児童数（在籍園児・登別市居住児童のみ） 人 (B)
　1,600,000円÷(A) 人-800円＝ 円(10円未満切捨) (C)
　加算額　(B)×(Ｃ) 円

記

一時預かり事業（幼稚園型）実績報告書

　　年　　月　　日

施設の名称
施設の所在地
完了年月日

在籍園児以外分
（保育を必要とする２歳児）

延べ利用人数
延べ利用人数

平日 休日 長期休業
（８時間未満） 長期休業
（８時間以上）
長時間加算

実施月

在籍園児分 在籍園児以外分

長時間加算 長時間加算

小計

合計

小計

長時間加算 長時間加算

 



 

別記様式第５号（第１１条関係） 

　登別市長　様
施設の所在地
施設名
代表者氏名

年度一時預かり事業（幼稚園型）委託料（ 分）を次のとおり請求します。
　　　　

請求額

振込先 支店

№

請求内訳

基本 基本 基本 基本 基本 基本 長時間加算
400円 150円 300円 450円 800円 150円 300円 450円 400円 150円 300円 450円 800円 150円 300円 450円 800円 150円 300円 450円 1,850円 230円

人
円

記

一時預かり事業（幼稚園型）請求書

　　年　　月　　日

①
基本分

在籍園児分

金　　　　　　円

金 融 機 関

口 座 番 号 普通 当座 

口 座 名

フ リ ガ ナ

名 義 人

長時間加算 長時間加算

在籍園児以外分
在籍園児以外分

（保育を必要とする２歳児）

延べ利用人数
延べ利用人数

平日 休日 長期休業
（８時間未満） 長期休業
（８時間以上）

実施月
長時間加算 長時間加算 長時間加算

合
計

②小規模施設加算分（通年分・下半期請求時のみ）

平日における年間延べ利用児童数
（在籍園児のみ）
※広域利用含む

平日における年間延べ利用児童数
（在籍園児・登別市居住児童のみ）

算出単価
1,600,000円÷(A)-800円
(10円未満切捨)

加算額

(A) (B) (C ) (B)×(C )

－ －

※小規模施設加算分に該当しない場合及び請求しない場合は、当該②欄を斜線により抹消すること。

合計 ①＋②

延 べ 人 数 人

委 託 料 円

 


